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(54)【発明の名称】 内視鏡用穿刺針

(57)【要約】
【課題】内視鏡の鉗子チャンネルへの挿通性や操作性を
向上させ、また、確実に目的部位へ穿刺することができ
る内視鏡用穿刺針を提供することにある。
【解決手段】内視鏡の鉗子チャンネルに挿通して用いら
れる内視鏡用穿刺針において、可撓性を有するシース２
と、このシース２内に進退自在に挿通された針本体７と
からなり、前記針本体７は、手元側の操作部から前記シ
ース２を越えて伸長し、遠位側に複数のスリット９を有
し、さらにスリット９には気密を維持するための樹脂製
チューブ１０が被覆されていることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡の鉗子チャンネルに挿通して用い
られる内視鏡用穿刺針において、
可撓性を有するシースと、このシース内に進退自在に挿
通された針本体とからなり、前記針本体は、手元側の操
作部から前記シースを越えて伸長し、遠位側に複数のス
リットを有し、さらにスリットには気密を維持するため
の樹脂製チューブが被覆されていることを特徴とする内
視鏡用穿刺針。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の鉗子チ
ャンネルに挿通して用いられる内視鏡用穿刺針に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の鉗子チャンネルに挿通して体腔
内に挿入し、患部等に穿刺して吸引生検や薬液注入を行
うために用いられる内視鏡用穿刺針は、例えば、特開平
１０－１５０６２号公報及び特開平７－１７８０９８号
公報で知られている。
【０００３】特開平１０－１５０６２号公報は、密巻き
コイルパイプ等の外套管内に可撓性を有する送液チュー
ブが進退自在に挿通され、この送液チューブの先端を切
り削いで針部を設けている。
【０００４】また、特開平７－１７８０９８号公報は、
外套管内に穿刺針を進退自在に挿通するとともに、外套
管を内視鏡の鉗子チャンネルの入口部に固定し、穿刺針
だけを進退できるように構成したものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
１０－１５０６２号公報ものは、針部が合成樹脂製のチ
ューブから構成されているため、比較的硬い部位に穿刺
する場合は、滑ってしまい穿刺できず、また目的でない
部位を穿刺してしまう虞がある。
【０００６】また、特開平７－１７８０９８号公報のも
のは、穿刺針がステンレスパイプ等の金属製のパイプか
ら構成されているため、内視鏡の鉗子チャンネルに挿通
する場合、穿刺針が硬質部となり挿通しずらかったり、
また、内視鏡の挿入部にアングルをかける際、穿刺針の
剛性により、アングルが戻されるということが起こり得
る。
【０００７】この発明は、前記事情に着目してなされた
もので、その目的とするところは、内視鏡用穿刺針の針
部を、硬すぎず、また軟らかすぎないようにすること
で、内視鏡の鉗子チャンネルヘの挿通性や操作性を向上
させ、また、確実に目的部位へ穿刺するための吸引生検
や薬液注入を行うことができる内視鏡用穿刺針を提供す
ることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】この発明は、前記目的を
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達成するために、内視鏡の鉗子チャンネルに挿通して用
いられる内視鏡用穿刺針において、可撓性を有するシー
スと、このシース内に進退自在に挿通された針本体とか
らなり、前記針本体は、手元側の操作部から前記シース
を越えて伸長し、遠位側に複数のスリットを有し、さら
にスリットには気密を維持するための樹脂製チューブが
被覆されていることを特徴とする。
【０００９】前記構成によれば、針本体の遠位側に複数
のスリットを有し、さらにスリットには樹脂製チューブ
が被覆されているため、針部の剛性を、硬すぎず、また
軟らかすぎないように形成することができ、内視鏡の鉗
子チャンネルへの挿通性や組織への穿刺性を向上させる
ことができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、この発明の各実施の形態を
図面に基づいて説明する。
【００１１】図１及び図２は第１の実施形態を示し、図
１は内視鏡用穿刺針の先端部を示す縦断面図、図２は内
視鏡用穿刺針の手元側を示す半断面図である。
【００１２】内視鏡穿刺針１は、可撓性を有する密着巻
きコイルからなるシース２と、このシース２の内部に進
退自在に挿通される可撓性を有する針部３とからなり、
内視鏡の鉗子チャンネル（図示しない）に挿通可能に構
成されている。
【００１３】シース２は、内視鏡のチャンネルに挿通で
きる可撓性を有する密着巻きコイルでできたコイル４
と、このコイル４の遠位側に接続され、中空内部を有す
る先端チップ５から構成されている。先端チップ５の遠
位端には針部３が進退できる開口６が設けられている。
【００１４】針部３は、基端から先端まで１本の金属製
のパイプからなる針本体７と、針本体７の先端で鋭利部
分を有する針８と、針本体７の遠位側に複数のスリット
９が設けられている。スリット９は針本体７の可撓性を
向上させるため、一方向のスリット９ａと、そのスリッ
ト９ａに対して１８０度回転し、所望の長さにオフセッ
トされた位置のスリット９ｂとを有している。スリット
９は、対向するスリット９ａ、９ｂが一対をなしてい
る。
【００１５】針本体７の外周面には、針本体７の内腔か
らのスリット９へ流体が漏れるのを防止するため、気密
を維持する樹脂製（例えば、熱収縮チューブなど）の被
覆チューブ１０が設けられ、被覆チューブ１０は少なく
ともスリット９を完全に被覆できる軸方向の長さを有し
ている。
【００１６】シース２の基端側には比較的太い中空部材
の操作部１１が取り付けられ、操作部１１の内腔には針
部３の基端に取り付けられたスライダ１２が軸方向に移
動自在に挿通されている。操作部１１の内腔には弾性の
あるＯリング１３が設けられ、スライダ１２の溝部１
４、１５にはＯリング１３が嵌め込まれている。従っ
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て、操作部１１に対してスライダ１２を固定することが
可能である。スライダ１２の基端部には、図示しないシ
リンジが接続できる口金１６が設けられている。
【００１７】次に、第１の実施形態の作用について説明
する。
【００１８】針部３がシース２内に引き込まれた状態
で、内視鏡の鉗子チャンネルに挿入し、鉗子チャンネル
の先端よりシース２を目的部位まで突き出す。手元の操
作部１１のスライダ１２を操作して針部３をシース２よ
り突き出し、針本体７の先端の針８を体腔内の生体組織
等の目的部位へ穿刺する。穿刺後、シリンジを使い薬液
注入もしくは、吸引をかけて吸引生検を行う。
【００１９】本実施形態によれば、針本体が金属製パイ
プであるため、目的部位が硬い状態であっても、比較的
容易に穿刺でき、また、針本体にスリットを有している
ため、内視鏡への挿通が容易に行え、さらに、気管支等
の分岐を有する管腔内でも、内視鏡のアングルが戻るこ
となく挿通できる。
【００２０】図３～図６は第２の実施形態を示し、図３
は内視鏡用穿刺針の先端部で針がシースから突き出した
状態を示す縦断面図、図４は内視鏡用穿刺針の図３に対
する基端部を示す半断面図、図５は内視鏡用穿刺針の先
端部で針がシース内に引き込んだ状態を示す縦断面図、
図６は内視鏡用穿刺針の図５に対する基端部を示す半断
面図である。
【００２１】内視鏡穿刺針２１は、針本体２２と、針本
体２２の内腔に挿通される内針２３と、針本体２２の基
端に接続された操作部２４から構成されている。針本体
２２は可撓性を有する１本の金属製パイプからなる針管
２５と、針本体２２の先端に設けられた鋭利な部分を有
する針部２６とから構成されている。
【００２２】内針２３は、針管２５内に伸び、針管２５
に対して移動自在である芯金２７と、この芯金２７の先
端に取り付けられた弾性体２８と、芯金２７の基端に接
続された摘み部２９から構成されている。弾性体１２２
は略球状の弾性部材からなり、針部２６より突き出した
状態では針部２６の外径より大きく、また、芯金２７を
基端側へ移動することで、弾性体２８は変形し、針管２
５内に密着しながら収納される。摘み部２９には突部３
０を有し、突部３０が操作部２４の口金３１に嵌合して
いる。
【００２３】次に、第２の実施形態の作用について説明
する。
【００２４】弾性体２８を針部２６より突き出した状態
で、内視鏡穿刺針２１を内視鏡の鉗子チャンネルに挿入
し、チャンネルの先端より針本体２２を目的部位まで挿
入する。摘み部２９を基端側に引き、針部２６内に弾性
体２８が収納するまで引き込む。その状態で、針部２６
を体腔内の組織等の目的部位へ穿刺し、さらに摘み部２
９を基端側へ引き、針部２６の内腔に吸引をかけ、組織*
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*を吸引採取する。
【００２５】本実施形態によれば、挿入部の構成が針本
体と内針だけであるため、挿入部の剛性が抑えられ、内
視鏡への挿通が容易に行え、さらに、気管支等の分岐を
有する管腔内でも、内視鏡のアングルが戻ることなく挿
通できる。さらに、針本体が金属製パイプであるため、
目的部位が硬い状態であっても、比較的容易に穿刺でき
る。また、シンプルな構造であるため細径化が図れ、吸
引生検の場合は、シリンジ等の吸引操作がなく簡単に行
える。
【００２６】前記実施形態によれば、次のような構成が
得られる。
【００２７】（付記１）内視鏡の鉗子チャンネルに挿通
して用いられる内視鏡用穿刺針において、可撓性を有す
るシースと、このシース内に進退自在に挿通された針本
体とからなり、前記針本体は、手元側の操作部から前記
シースを越えて伸長し、遠位側に複数のスリットを有
し、さらにスリットには気密を維持するための樹脂製チ
ューブが被覆されていることを特徴とする内視鏡用穿刺
針。
【００２８】（付記２）付記１において、前記スリット
が針本体の壁を貫通する孔であることを特徴とする内視
鏡用穿刺針
（付記３）内視鏡の鉗子チャンネルに挿通して用いられ
る内視鏡用穿刺針において、可撓性を有し手元側から遠
位端まで一本の金属製パイプからなる針本体と、この針
本体の先端の鋭利部分をカバーし、針本体の内腔に嵌め
合う大きさの弾性体を先端に備えた内針と、前記針本体
及び内針を操作する操作部から構成され、弾性体は内針
の先端部に形成され、弾性体の大きさは針本体の外径よ
り大きく、前記弾性体を針本体内へ引き込んだ際に弾性
体が変形し、前記針本体の内腔と密着して完全に引き込
むことができ、引き込んだ際に針部の先端内腔に吸引力
を発生させることができることを特徴とする内視鏡用穿
刺針。
【００２９】（付記４）付記３において、前記内針がス
テンレスまたは樹脂で、弾性体がエラストマーからなる
ことを特徴とする内視鏡用穿刺針。
【００３０】（付記５）付記３において、前記弾性体は
略球状で、その直径は針本体の外径より大きいことを特
徴とする内視鏡用穿刺針。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、内視鏡用穿刺針の針部を、硬すぎず、また軟らかす
ぎないようにすることで、内視鏡の鉗子チャンネルへの
挿通性や操作性を向上させ、また、確実に目的部位へ穿
刺することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態を示し、内視鏡用穿
刺針の先端部の縦断面図。
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【図２】同実施形態の内視鏡用穿刺針の手元側を示す半
断面図。
【図３】この発明の第２の実施形態を示し、内視鏡用穿
刺針の先端部で針がシース部から突き出した状態を示す
縦断面図。
【図４】同実施形態の示し、内視鏡用穿刺針の図３に対
する基端部を示す半断面図。
【図５】同実施形態を示し、内視鏡用穿刺針の先端部で
針がシース内に引き込んだ状態を示す縦断面図。 *
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*【図６】同実施形態を示し、内視鏡用穿刺針の図５に対
する基端部を示す半断面図。
【符号の説明】
１…内視鏡穿刺針
２…シース
３…針部
７…針本体
９…スリット
１０…樹脂製チューブ

【図１】

【図２】

【図３】 【図４】 【図５】

【図６】
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